


マルチ商法は、クーリングオフ期間が過ぎても途中解約ができます。

情報の形態はUSBメモリ、PDFファイル、動画のネット配信、セミナーへの
参加など様々です。誘い文句や広告に書かれているように儲かることはあり
ません。


